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議案第 52 号 

令和６年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計予算 

 令和６年度津和野町介護老人保健施設事業特別会計予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 355,909 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳

出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、50,000 千円と定める。 

  令和６年３月８日提出 

津和野町長 下 森 博 之 
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第２表 債務負担行為 

（単位：千円） 

事 項 期 間 限度額 

介護老人保健施設せせらぎ及び

訪問看護ステーションせきせい

管理運営委託業務 

令和７年度～令和 10 年度 1,427,037



令和６年度 津和野町介護老人保健施設事業特別会計 

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 
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